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   第６章 意思疎通支援事業 

 （意思疎通支援事業の目的） 

第１９条 市長は、聴覚、言語機能、音声機能、失語、知的、発達及び高次脳機能の障

がい、重度の身体の障害並びに難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい

者等（以下「聴覚障がい者等」という｡）に対し、手話通訳等の方法により聴覚障が

い者等とその他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣及び設置を行うこ

とにより意思疎通の円滑化を図るため、意思疎通支援事業を実施する。 

 （意思疎通支援事業の内容） 

第２０条 意思疎通支援事業の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 手話通訳者等派遣事業（以下「派遣事業」という｡） 

 (2) 手話通訳者等設置事業（以下「設置事業」という｡） 

 (3) 重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業（以下「支援事業」という｡） 

 （派遣事業の内容） 

第２１条 派遣事業の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 聴覚障がい者等の意志疎通の確保に関すること。 

 (2) 聴覚障がい者等への情報提供に関すること。 

 (3) 聴覚障がい者等の相談並びに関係機関等との連携及び調整に関すること。 

 (4) その他市長が必要と認めること。 

 （派遣対象） 

第２２条 派遣事業における対象は、次のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 本市に住所を有する聴覚障がい者等 

 (2) 本市に住所を有する者で、聴覚障がい者等との意思疎通を必要とするもの 

 (3) 本市に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体で、聴覚障がい者

等との意思疎通を必要とするもの 

 (4) 公共性のある講演会等の催しを行う公共団体等 

 （手話通訳者等） 

第２３条 派遣事業における手話通訳者等の要件は、次のとおりとする。 

 (1) 手話技術を習得している者で、障がい者福祉に理解と熱意を有する者のうちか

ら社会福祉法人生駒市社会福祉協議会に手話通訳者として登録されたもの 



 (2) 要約筆記を習得している者で、障がい者福祉に理解と熱意を有する者のうちか

ら社会福祉法人生駒市社会福祉協議会に要約筆記者として登録されたもの 

 （派遣事業の業務） 

第２４条 市長は、次に掲げる聴覚障がい者等の社会生活上必要不可欠な活動（政治的

又は宗教的活動を除く｡）で、意思疎通が必要な場合に手話通訳者等を派遣するもの

とする。 

 (1) 医療機関、保健機関等における受診、相談等 

 (2) 保育園、幼稚園、小学校、中学校等における行事、相談等 

 (3) 労働における相談等 

 (4) 福祉関係団体等の会議、会合等 

 (5) 公的機関等における手続、相談、行事等 

 (6) その他市長が適当と認める活動 

 （派遣事業の申請） 

第２５条 手話通訳者等の派遣を希望する者（以下この章において「申請者」という｡）

は、原則として派遣を希望する７日前までに手話通訳者・要約筆記者派遣申請書（様

式第１号）により申請するものによる。 

２ 申請者は、身体状況の急変等の理由により市長に申請書の提出によって派遣事業の

派遣申請をするいとまがない場合、口頭等による派遣申請をすることができる。この

場合において、申請者は、派遣事業の利用開始後速やかに市長に申請書を提出するも

のとする。 

 （派遣の決定） 

第２６条 市長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、派遣を

決定したときは、手話通訳者・要約筆記者派遣決定通知書（様式第２号）により申請

者に通知するものとする。ただし、聴覚障がい者等の講演会参加状況等により、必要

がある場合は、派遣内容に条件を付することができる。 

２ 前項の規定により派遣決定を行う手話通訳者等の派遣人数は、原則１人とする。た

だし、講演会等催しにおいて、複数の派遣が必要であると市長が認める場合は、この

限りでない。 

３ 前条第２項の規定により派遣申請があった場合の通知方法について、第１項の規定

にかかわらず、市長は、口頭等で行うことができる。 

 （派遣費用等） 

第２７条 手話通訳者等の派遣に伴う派遣事業における対象に係る費用は、無料とす

る。ただし、手話通訳者等の派遣に係る交通費は、別に定める。また、派遣した手話

通訳者等の行事の出席に係る負担金等については、申請者の負担とする。 

 （派遣の日時） 

第２８条 市長は、次に掲げる日を除いた日の午前９時から午後５時までの時間に手話



通訳者等を派遣するものとする。ただし、緊急時等の市長が特に必要と認めたときは、

この限りでない。 

 (1) 土曜日及び日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 (3) １２月２９日から翌年１月３日までの日（前号に掲げる休日を除く｡） 

 （派遣の場所） 

第２９条 手話通訳者等の派遣の場所は、派遣事由を適正に対応できる場所とする。 

 （手話通訳者等の義務等） 

第３０条 手話通訳者等は、その業務を行うに当たっては、聴覚障がい者等の個人の人

格を尊重し、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた

後も、同様とする。 

２ 手話通訳者等は、その活動内容について、手話通訳・要約筆記活動報告書（様式第

３号）を派遣後速やかに市長に報告するものとする。 

 （設置事業の内容） 

第３１条 福祉行政の推進に理解と熱意を有する者のうち、社会福祉法人全国手話研修

センターが実施する手話通訳者全国統一試験に合格しているもの若しくは社会福祉

法人聴力障害者情報文化センターが実施する手話通訳技能認定試験に合格している

もの又はこれらのものと同等の技能を有すると市長が認めるものを、市の専任手話通

訳者として設置するものとする。 

 （専任手話通訳者の業務） 

第３２条 専任手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) 聴覚障がい者等の意志疎通の確保に関すること。 

 (2) 聴覚障がい者等への情報提供に関すること。 

 (3) 聴覚障がい者等の相談並びに関係機関等との連携及び調整に関すること。 

 (4) その他福祉行政を推進するために市長が必要と認めること。 

 （支援事業の内容） 

第３３条 意思の疎通が困難な知的若しくは発達の障がいのある者又は重度の身体障

がい者等その他の障がい者等が医療機関に入院した場合に、円滑な診療行為を行うこ

とができるよう、当該障がい者等との意思の疎通に熟練した者を派遣し、医療従事者

等との意思疎通を支援する。 

 （支援事業の対象者） 

第３４条 支援事業の対象者（以下この章において「支援対象者」という｡）は、次の

各号のいずれにも該当する者であって、障がい特性及び個々の状況等を勘案した結

果、コミュニケーションの支援がなければ医療従事者との意思疎通が困難であると市

長が認めるものとする。 

 (1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、共同生活援助又は



重度障害者等包括支援について法第１９条第１項に規定する本市の支給決定を受

けている１８歳以上の者 

 (2) 法第２０条第２項の規定による調査において、障害支援区分に係る市町村審査

会による審査及び判定の基準等に関する命令（平成２６年厚生労働省令第５号）別

表第１認定調査項目の部６の款認知機能の項中コミュニケーションの項目による

調査結果が日常生活に支障がない以外である者又は同項中説明の理解の項目によ

る調査結果が理解できる以外である者又はこれらと同等の状態にある者であり、か

つ障害支援区分３以上のもの 

 (3) 単身の世帯に属する者又はこれに準ずる世帯に属する者 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、支援対象者とす

ることができる。 

 （支援事業の業務） 

第３５条 支援事業による支援は、法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス

事業者のうち市長が適当と認めた事業者（以下「支援事業者」という。）の従事者で、

支援対象者の入院前の生活において障害福祉サービスを提供し、かつ、支援対象者と

のコミュニケーションに熟知しているもの（以下「支援員」という｡）により行うも

のとする。 

２ 支援事業による支援は、診療報酬の対象となる支援は対象としない。 

３ 支援事業の対象とする期間は、原則として１回の入院につき入院日から起算して６

０日以内とする。支援の量（以下「支給量」という｡）は、１日当たり１０時間以内

とし、１回の入院につき１５日間を限度とする。 

 （利用の申請） 

第３６条 医療機関への入院が決定し、又は予定される支援対象者で、支援事業の利用

を希望するものは、当該医療機関に利用の承諾を受けた上で、速やかに重度障がい者

入院時コミュニケーション支援事業利用申請書（様式第４号）により市長に申請する

ものとする。 

 （支給の決定） 

第３７条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を精査し、利用の

可否及び利用期間を決定し、その旨を重度障がい者入院時コミュニケーション支援事

業利用決定（却下）通知書（様式第５号。以下この章において「決定通知書」という｡）

により、当該申請をした者に通知するものとする。 

 （利用の手続） 

第３８条 前条の規定により利用の決定を受けた者（以下この章において「利用者」と

いう｡）は、決定通知書により支援事業者と利用契約を締結しなければならない。 

 （利用決定の取消し） 

第３９条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決



定を取り消すことができる。 

 (1) 利用者が支援決定者でなくなったとき。 

 (2) 偽りその他の不正な手段により支援事業を利用したとき。 

２ 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときには、重度障がい者入院時

コミュニケーション支援事業利用決定取消通知書（様式第６号）により利用者に通知

しなければならない。 

 （調査等） 

第４０条 市長は、支援事業の実施に関して必要があると認めるときは、利用者及び支

援事業者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質

問させることができる。 

 （事業に要する費用） 

第４１条 市長は、別表第１に定める費用から次項及び第３項に規定する利用者が負担

する額（以下この章において「利用者負担額」という｡）を控除して支援事業者に支

払うものとする。 

２ 利用者負担額は、別表第１の規定に基づき算定した費用の１割とする。 

３ 利用者がうけた支援に係る利用者負担額の１月の合計額が、別表第２に定める利用

者の世帯の収入状況区分に応じた利用者負担上限額を超えるときは、前項の規定にか

かわらず、当該利用者負担上限額とする。 

４ 派遣に係る交通費（実費）は、第２項及び前項の規定にかかわらず利用者の負担と

する。 

 （領収書の交付） 

第４２条 支援事業者は、前条の規定により利用者からその負担額の支払を受けたとき

は、当該利用者に対し、領収書を交付しなければならない。 

 （費用の請求及び支払） 

第４３条 支援事業者は、第４１条第１項に規定する額の支払を受けようとするとき

は、次に掲げる書類を支援の提供が終了した日以後速やかに市長に提出しなければな

らない。 

 (1) 重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業費請求書（様式第７号） 

 (2) 重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業費実績管理票（様式第８号） 

２ 市長は、支援事業者から前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、

当該請求のあった日から起算して３０日以内に費用を支払うものとする。 

 （不正利得の返還） 

第４４条 市長は、偽りその他不正な手段により費用の支給を受けた者があるときは、

当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。 

   第７章 点字・声の広報等発行事業 

 （点字・声の広報等発行事業の目的） 



第４５条 市長は、本市に住所を有する文字による情報の入手が困難な障がい者等に本

市の広報等を点訳した冊子及び本市の広報を録音したＣＤ－ＲＯＭ等（以下「点字・

声の広報等」という｡）を提供することにより、障がい者等の社会参加及び自立更生

の一助を図ることを目的として、点字・声の広報等発行事業等を実施する。 

 （点字・声の広報等発行事業の対象者） 

第４６条 点字・声の広報等発行事業の対象者は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第１５条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身

体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の身体障害者障

害程度等級表に定める１級又は２級の視覚障害を有するもの又は身体障害者手帳の

交付を受けていない高齢者等で、点字・声の広報等の提供が必要なものとする。 

 （点字・声の広報等の利用申請） 

第４７条 点字・声の広報等を利用しようとする者は、点字・声の広報等利用申請書（様

式第９号）を市長に提出しなければならない。 

 （点字・声の広報等の利用決定等） 

第４８条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、適当であると認める

ときは、点字・声の広報等利用決定通知書（様式第１０号）を当該申請をした者に送

付するとともに、利用決定を受けた者（以下この章において「利用者」という｡）に

点字・声の広報等を郵送するものとする。 

 （点字・声の広報等の利用決定の変更等に係る届出） 

第４９条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出る

ものとする。 

 (1) 前条の規定により利用決定された内容に変更が生じたとき。 

 (2) 利用者が死亡し、又は市外へ転出したとき。 

 (3) 利用者が一時的に利用の停止を希望するとき。 

 （利用料） 

第５０条 この事業の利用料は、無料とする。 

 （点字・声の広報等の利用制限） 

第５１条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、点字・声の広報等

の利用を取り消すことができる。 

 (1) 対象者でなくなったとき。 

 (2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。 

   第８章 奉仕員養成研修事業 

 （奉仕員養成研修事業の目的） 

第５２条 市長は、聴覚障がい者等又視覚障がい者等との交流活動の促進並びに本市に

おける広報活動の支援者の養成を図るため、奉仕員養成研修事業を実施する。 



 （奉仕員養成研修事業の内容） 

第５３条 奉仕員養成研修事業は、次に掲げる奉仕員について、講習会の開催により実

施する。 

 (1) 手話奉仕員 

 (2) 点訳奉仕員 

 (3) 音訳奉仕員 

 （奉仕員の登録） 

第５４条 養成研修を修了した者について、本人の承諾を得て、奉仕員としての登録を

行うものとする。 

 


